（広域化・共同化）ウォーターＰＰＰ導入可能性調査委託業務
東郷町公共下水道外１
公募型プロポーザル実施要領

第１　業務の概要
１－１　業務名
　　　　（広域化・共同化）ウォーターＰＰＰ導入可能性調査委託業務　東郷町公共下水道外１（以下「業
務」という。）
１－２　業務内容
　　　　（広域化・共同化）ウォーターＰＰＰ導入可能性調査委託業務　東郷町公共下水道外１　仕様書
（以下「仕様書」という。）のとおり
１－３　業務期間
　　　　契約締結日の翌日から令和９年３月２０日まで
１－４　提案上限額
本業務における提案上限額は、東郷町及び豊明市の業務それぞれ20,000,000円で合計40,000,000円（消費税及び地方消費税相当額を含む）とする。
１－５　広域化・共同化
　　　　本業務は、東郷町及び豊明市が広域化・共同化により実施するものである。

第２　担当部署（事務局）
　　　本業務におけるプロポーザル実務担当は、以下のとおりとする。
　　　〒470-0198　愛知県愛知郡東郷町大字春木字羽根穴１番地
　　　東郷町 まち整備部 下水道課 工務係
　　　電話：0561-56-0749　E-mail：tgo-gesui@town.aichi-togo.lg.jp

第３　参加資格要件
　　　プロポーザル参加者は、参加表明書の提出日現在において、以下に示す各号の要件を満たした単独企
業又は複数の企業により構成される共同企業体とする。
３－１　単独企業及び共同企業体構成員共通の資格要件
⑴　東郷町契約規則第5条第3項に基づく競争入札参加資格名簿に掲載されていること。なお、共同
企業体においては、その代表者のみとする。
　　　⑵　公告日から契約締結日の期間、東郷町指名停止取扱要領に基づく入札参加資格停止でないこと。
　　　⑶　地方自治法施行令（昭和22年政令16号）第167条の4の規定に該当しないこと。
　　　⑷　公告日から契約締結日まで東郷町暴力団排除条例に基づく排除措置を受けていないこと。
　　　⑸　会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規定に基づく手続きの申し立て又は民事再生法（平成11年法律第225号）第21条の規定に基づく手続き申し立てがなされていないこと。
　　　⑹　管理技術者として本業務の管理及び統括等を行う責任者を配置できること。過去10年間に国又
は地方公共団体が発注する下水道事業における官民連携事業に関する業務を元請けの技術者とし
て従事した経験を有する者で、かつ直接雇用している者であること。
　　　⑺　照査技術者として成果物の技術的な照査を行う者を配置できること。過去10年間に国又は地方
公共団体が発注する下水道事業における官民連携事業に関する業務を元請けの技術者として従事
した経験を有する者で、かつ直接雇用している者であること。
　　　⑻　管理技術者及び照査技術者は、兼務できない。
　　　⑼　本業務を円滑に遂行できるよう、下水道分野における官民連携事業に関する業務経験を有する技術士（上下水道部門）の有資格者を１人以上配置できること。
３－２　単独企業の資格要件
　　　　過去10年間に国又は地方公共団体が発注する下水道分野における官民連携事業に関する業務を
元請けとして完了した実績を有すること。
３－３　共同企業体の資格要件
　　　⑴　共同企業体の結成要件は、以下のとおりとする。
ア　共同企業体が複数の企業により自主的に結成されるものであること。
イ　共同企業体の代表者は、出資比率が最大であること。
ウ　各構成員が本業務において参加する他の共同企業体の構成員でないこと。
エ　各構成員が本業務において単独企業として参加していないこと。
　　　⑵　共同企業体の代表者をプロポーザルに参加する代表者とすること。
　　　⑶　共同企業体の代表者は、３－２に示す要件を満たしていること。
　　　⑷　共同企業体の構成員は、その分担業務ごとに担当技術者を配置するものとし、共同企業体の代表
者が管理技術者及び照査技術者を配置すること。

第４　実施スケジュール
　　　実施スケジュールは、以下のとおりとする。なお、都合で日程を変更する場合がある。
	公募型プロポーザルの公告
	令和７年12月24日（水）

	質問の受付期間
	令和７年12月24日（水）から令和８年１月６日（火）午後４時まで

	質問への回答
	令和8年1月13日 正午まで

	参加表明書の提出期限
	令和８年１月15日（木）正午

	参加表明資格審査結果の通知
	令和８年１月16日（金）

	企画提案書の提出期限
	令和８年１月26日（月）午後５時

	審査（プレゼンテーション）
	令和８年２月２日（月）

	契約候補者の決定・審査の結果通知
	審査終了後

	契約締結
	令和８年２月下旬予定



第５　実施要領等の入手方法
５－１　配布日時
　　　　令和７年12月24日（水）から
５－２　配布方法
　　　　東郷町ホームページからダウンロードして入手すること。

第６　参加表明書等の提出
６－１　提出書類
　　　　公募型プロポーザルに参加しようとする者は、以下の参加表明書等を提出すること。
	参加表明書（様式１）
	正本１部

	会社概要（様式任意）
	正本１部

	業務実績（様式２）
	正本１部

	配置予定技術者の経歴等（様式２－１）
	正本１部

	共同企業体の場合は協定書の写し（様式任意）
	正本１部


６－２　提出方法
　　　　郵送又は持参に限る。郵送は、書留郵便又は配達証明付きに限り、トラブル等について本町は一切
の責任を負わない。また、送付した旨の連絡を第２　担当部署（事務局）まで電話で伝えること。な
お、持参の場合においても、事前に第２　担当部署（事務局）へ連絡の上、提出すること。
６－３　提出先
　　　　第２　担当部署（事務局）へ提出すること。
６－４　提出期限
　　　　令和８年１月15日（木）正午までとし、郵送は、提出期限内に第２　担当部署（事務局）へ到着
したものに限る。

第７　質問及び回答
７－１　質問の方法
　　　　質問書（様式３）に内容を簡潔にまとめて記載し、件名を「ウォーターＰＰＰ導入可能性調査委託
業務に関する質問」と明記の上、Eメールにより提出し、送信後、速やかに第２　担当部署（事務局）
へ電話により受信の確認を行うこと。なお、電話、口頭等における質問は受け付けない。
７－２　質問に対する回答
　　　　質問内容及び回答は、令和８年１月13日（火）までに東郷町ホームページにて公表する。

第８　参加資格審査結果の通知
　　　令和８年１月16日（金）までに参加表明書記載のEメールアドレス宛に通知する。

第９　企画提案書の提出
　　　参加資格を有する旨の審査結果通知を受けた者は、以下のとおり書類作成の上、様式４を添付し提出するものとする。なお、提案は各者１案とする。
９－１　提出書類
	企画提案書（様式任意,表紙に様式４を付す）
	正本１部、副本を参加資格審査結果の通知で指定した部数

	出席者名簿（様式任意）
	正本１部、副本を参加資格審査結果の通知で指定した部数

	見積内訳書（様式任意）
	正本１部

	参考見積書（様式任意）
	正本１部


９－２　書類作成の留意事項
　　　　表紙以外の様式は任意とするが、仕様書を踏まえつつ以下の考え方及び提案を記載すること。
　　　⑴　業務実績
　　　　ア　国若しくは地方公共団体における同種分野又は類似業務の実績について記載する。なお、実績
は、過去10年間に完了した業務とし、同種分野及び類似業務それぞれ１件までとする。
　　　　　イ　様式２の表を引用して記載するものとし、画像等を貼り付ける場合も含め、１件につきA4用
紙１枚とする。なお、タイトルを「同種業務実績」又は「類似業務実績」とすること。
　　　　　ウ　当該業務の契約書の写し又は業務内容の証明書類を添付すること。
　　　　　※　同種分野とは、上下水道分野のＰＰＰ/ＰＦＩ（官民連携）に関する業務の実績とする。
　　　　　※　類似業務とは、ＰＰＰ/ＰＦＩ（官民連携）に関する業務の実績とする。
　　　　⑵　実施計画
　　　　　ア　実施方針
　　　　　　　本業務の背景に関する理解及び実施方針に関して記載すること。
　　　　　イ　工程計画
　　　　　　　本業務の実施スケジュール及びその効率性並びに実効性の確保について記載すること。
　　　　ウ　実施体制
　　　　　　本業務を実施するための人員、体制、具体的な作業分担等を記載すること。なお、配置予定技術者の有する実績については、別途提出する様式２－１にて詳細を記載するものとする。
　　　⑶　実施方法
　　　　ア　官民連携スキーム詳細検討
　　　　　　各事業の現状及び将来の事業運営を踏まえた課題の整理手法並びにウォーターＰＰＰの導入に向けたスキーム上の論点を記載すること。
　　　　イ　財政効果の検討
　　　　　　ⅤＦＭの検討について具体的な検討方法を記載すること。
　　　　ウ　民間企業の意向調査
　　　　　　民間事業者の事業への関心及び要望事項について、ヒアリング及びアンケート調査等の考え方並びに実施方法を記載すること。
９－３　その他の留意事項
　　　⑴　用紙は、原則A4版両面使用とし、縦横の向きは指定しない。ただし、図面等の表現の都合上、用紙及び記述の方法を一部変更することは、差し支えないものとする。
　　　⑵　企画提案書の枚数は、表紙及び目次を除き15ページ以内とすること。ただし、様式２―１、見積内訳書及び参考見積書の内容は別とする。
　　　⑶　ページ番号は、表紙及び目次を除き通し番号とし、各ページの下部に印字すること。
　　　⑷　記載内容については、文書又は図等で簡潔・明瞭に表現し、専門用語を多用せず分かりやすい表現とすること。また、文字は、注記等除き原則として11ポイント以上の大きさとすること。
　　　⑸　見積内訳書は、本業務に要する経費について、仕様書による各業務及び提案内容に基づき、適正に積算すること。なお、積算に当たっては、提案項目ごとの直接経費、提案項目に共通して生じる経費、消費税等を記載し、各積算項目の内容についても記載すること。
　　　⑹　参考見積書は、本業務に要するすべての経費を見積もった上で記載すること。なお、見積金額は、見積内訳書の消費税及び地方消費税相当額込みの合計金額と一致すること。
　　　⑺　企画提案書を作成するに当たり、申し出により以下の資料を貸与する。なお、記載の無い資料及び貸与期間については、東郷町又は豊明市と協議の上決定すること。
　　　　ア　東郷町流域関連公共下水道事業基本計画書
　　　　イ　境川流域関連東郷町公共下水道事業計画書
　　　　ウ　東郷町公共下水道　ストックマネジメント計画（第２期）
　　　　エ　東郷町下水道事業経営戦略（東郷町ホームページで全文を公開している。）
　　　　オ　豊明市流域関連公共下水道　基本計画
　　　　カ　境川流域関連豊明市公共下水道　事業計画
　　　　キ　豊明市公共下水道　ストックマネジメント計画（第２期）
　　　　ク　豊明市下水道事業経営戦略（豊明市ホームページで全文を公開している。）
９－４　出席者名簿
　　　　プレゼンテーション出席者の氏名、所属及び役職を記載すること。
９－５　提出方法
　　　　郵送又は持参に限る。郵送は、書留郵便又は配達証明付きに限り、トラブル等について本町は一切
の責任を負わない。また、送付した旨の連絡を第２　担当部署（事務局）まで電話で伝えること。な
お、持参の場合においても、事前に第２　担当部署（事務局）へ連絡の上、提出すること。
９－６　提出先
　　　　第２　担当部署（事務局）へ提出すること。
９－７　提出期限
　　　　令和８年１月26日（月）午後５時までとする。なお、郵送は、提出期限内に第２　担当部署（事務局）へ到着したものに限り受け付ける。
９－８　企画提案の無効事由
　　　　以下のいずれかに該当する企画提案は、無効とする。
　　　⑴　民法（明治29年法律第89号）第90条（公序良俗違反）、第93条（心裡留保）及び第94条（虚偽表示）又は第95条（錯誤）に該当する提案
　　　⑵　誤字、脱字等により必要事項が確認できない提案
　　　⑶　審査の公平性を害する行為を行った場合
　　　⑷　企画提案に当たり著しく信義に反する行為が認められる場合
　　　⑸　企画提案書が仕様書等に示された条件に適合しない場合
　　　⑹　見積額が本業務の提案上限額を超えている場合
９－９　辞退
　　　　参加表明書等を提出した後に提案を辞退する場合は、辞退届（様式５）を提出すること。なお、参加表明書等の提出期限後から契約締結までの間に参加資格の要件を満たさなくなった場合についても同様式を提出すること。

第10　企画提案書の審査
10－１　審査方法
　　　　ウォーターＰＰＰ導入可能性調査実施事業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）が各提
案者の企画提案書、プレゼンテーション及びヒアリング（質疑応答）を「別表１　プレゼンテーショ
ン評価表」に基づき審査し、評価点を最も獲得した提案者を契約候補者とし、２番目に多く獲得した
参加事業者を次点者として選定する。
同数となった場合は、見積価格の評価点を含むすべての評価項目の合計点が最も高い参加事業者
を契約候補者とし、２番目に高い参加事業者を次点者とする。また、提案者が１者であっても当該審
査を実施し、審査基準における最低基準点（評価配点の上限点（満点）に審査員数を乗じた評価配点
合計の60％以上）の評価点を得た場合は、その提案者を契約候補者として選定する。
契約候補者が辞退した場合又は契約候補者が参加資格を喪失した場合は、以下点者を契約候補者
とする。
10－２　審査の観点
　　　　審査は、企画提案書、プレゼンテーション、ヒアリング（質疑応答）及び見積価格について別表１に基づき行う。
10－３　プレゼンテーション
　　　⑴　開催日：令和８年２月２日（月）　
　　　⑵　場所：東郷町役場
　　　⑶　プレゼンテーションへの出席者
　　本業務を担当する予定の責任者が主体的にプレゼンテーションすること。また、出席人数は５名
以内とする。なお、参加表明書と併せて提出した様式2-1記載の配置予定技術者は、必ずプレゼン
テーションへ出席させること。
　　　⑷　審査細目
　　　　ア　プレゼンテーションは、自由形式とし、提案書の説明及び表現を補足する追加説明等を行うこと。なお、その後に選定委員会の委員によるヒアリング（質疑応答）を実施する。
　　　　イ　時間は、１者につき合計４５分程度とし、説明時間を３０分以内、ヒアリング（質疑応答）を１５分程度の目途で実施する。
　　　　ウ　プロジェクター及びスクリーンを使用する場合は、事務局が用意するため、企画提案書の提出時に事務局へ申し出ること。なお、プレゼンテーションに必要なPC等のデバイスは、提案者にて用意するものとし、接続ケーブル等の互換性について事前に確認すること。
　　　　エ　プレゼンテーションの実施順は、企画提案書の受付順とする。
　　　　オ　プレゼンテーションは、選定委員及び事務局職員を除き、非公開で行う。
　　　　カ　企画提案書に基づき説明すること。なお、説明用スライドを除く追加資料は持込みできない。
　　　　キ　質疑に対する応答は、プレゼンテーション内で行い、持ち帰りをしないこと。
　　　⑸　プレゼンテーション当日の詳細について
　　　　　当日の詳細が決まり次第、参加者に個別でメールにて通知する。

第11　審査の結果通知
　　　審査結果は、本プレゼンテーション参加者に個別でメールにて通知する。また、審査結果の通知後、東郷町ホームページにおいて結果を公表する。なお、電話等による問い合わせには応じない。

第12　契約の締結
　　　契約候補者と提出された企画提案書の記載事項を踏まえた協議を行い、仕様書に追加する合意書として整った場合に、提案上限額範囲内で地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号の規定に基づく随意契約により、本業務の委託契約を締結する。
契約候補者の決定から契約締結までの間に地方自治法施行令第167条の4第2項に基づく東郷町の入札参加の制限を受けた場合は、契約締結しないこととする。
契約書は、２通作成し、東郷町及び受注者の双方が各１通を保有する。契約金額は、消費税及び地方消費税相当額を内書で記載するものとする。

第13　留意事項
　　⑴　企画提案書の著作権については、以下のとおり取り扱うものとする。
　　　ア　企画提案書等の著作権は、当該企画提案書を作成した者に帰属するものとする。ただし、契約締結した企画提案書については、東郷町に帰属する。
　　　イ　東郷町は、公募型プロポーザル方式の手続き及びこれに係る事務処理において必要があるときは、提出された企画提案書等の全部又は一部の複製等を行うことができるものとする。
　　⑵　提出された書類は、契約候補者の選定以外の目的に無断使用しない。
　　⑶　東郷町又は豊明市から受領又は閲覧した資料は、無断で公表又は使用してはならない。
　　⑷　提案内容に含まれる特許権等、日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果で発生した責任は、各提案者が負うものとする。
　　⑸　本業務の公募型プロポーザルに係る一切の費用は、すべて各提案者の負担とする。
　　⑹　提出後の企画提案書の追加、変更、差替え及び再提出は認めない。また、返却もしない。
　　⑺　仕様書及び実施要領に関する質問への回答は、契約図書と一体とみなす。
　　⑻　提出書類について、東郷町情報公開条例（平成11年12月22日条例第21号）第6条に基づく開示請求を東郷町が受けた際には、一般社員の氏名及び経歴並びに見積の詳細な積算内容等を同条例第7条各号に規定する非開示情報を除き、原則として開示する。なお、非開示としたい情報がある場合は、その項目及び理由を書面で提出すること。ただし、当該項目及び理由が同条例第7条各号に該当すると認められない場合は、開示することがある。
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